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令和 3年（2021年）9月 30日 

 

「ひこにゃん」新規イラストをもへろん氏に制作いただきました 
 

 

 

 

 

 

記 

 

１ 新規イラスト  別紙①、別紙②のとおり（原作者コメントも掲載しています） 

 

 

２ そ の 他 

・イラスト中「ひこにゃん」以外の部分（お団子や音符マーク等）は省略し、部分使用することも可能

です。 （詳細は市 HP掲載の「ひこにゃんデザインマニュアル」をご覧ください） 

 

・令和 3年 9月 30日（木）15時半から、これまでの商標許諾と同じ手続きにより、使用の申請を 

受け付けます。 

 

・1点目のイラストは、今年度末まで使用できる期間を限定した特別版でしたが、今回のイラストは

基本ポーズとして、期限なく常時ご使用いただけます。 

 

 

 

 

 
〒522-8501 彦根市元町 4番 2号 

 彦根市文化財課ひこにゃんブランド推進室 

 担当：牧田、北村 

 TEL 0749-26-5833 FAX 0749-26-5899 

 E-mail city-promo@ma.city.hikone.shiga.jp 

今年度「ひこにゃん」原作者もへろん氏に制作いただく新規イラスト 6 点のうち 2 点目ができ

あがり、本日の定時登場 3回目、彦根城博物館 冠木門で下記のデザインをお披露目しました

ので、お知らせいたします。 

今回のイラストは、お団子を持っている「ひこにゃん」です。また、幅広い商品に使用しやすい

よう、お団子を持たないバージョンも併せてご提供いただきました。 


